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Ethereum Whitepaperを読む



Ethereum Whitepaperは2014年にVitalik Buterinによって発表され、

2015年に実装された。

Ethereumを一言で（個人的に）表すと、

『Public Blockchain上にチューリング完全なプログラムの実行環境を搭

載したWorld Computer』

であると考えている。

Bitcoinと比べてWhitepaperが長いため、時間の都合上本セミナー中

の全体説明は控える。

テキスト教材に原文・日本語訳リンクを紹介してあるので、より深く

学ばれたい方はそちらを参照いただきたい。

Whitepaperの冒頭部にのみ触れ、以降は要点のみを掻い摘んで説明す

る。

Ethereum Whitepaperについて



”次世代Smart contractと分散型アプリケーション基盤”

BitcoinはTTPを介さない分散型デジタル資産の例であるが、それだけ

でなく分散型大衆決定ツールとしてその基盤を成すBlockchain技術で

ある。

Bitcoinに対してEthereumは『チューリング完全なプログラミング言

語の実行環境をBlockchain上に構築する』点を特徴としている。

この言語によって”contract”という関数をプログラムしたものが作成さ

れ、これによって以下のアプリケーションが実装可能になる。

• 一定取引量のある通貨や金融商品（colored coins）

• 基本的な物理デバイスの所有権（ownership）

• ドメインのような代替不可能の資産（Namecoin）

• あらかじめ決まっているルールでデジタル資産を自動交換

（smart contract）

• 組織規則のコード化や資産を含有する長期スマートコントラクト

（DAO）

冒頭部要

約



• Simplicity（シンプル性）

• Diversity（多様性）

• Modularity（モジュール性）

• Agility（機敏性）

• Non-discrimination/non-censorship（無差別・無検閲）

Philosophy



Simplicity

Ethereumはプロトコルレベルでの
『民主化』を目指しており、

普遍的なプログラマーがコードを

記述できるようにシンプルであるべき。

たとえ効率性が上がったとしても

複雑なプロトコルになるのであれば

最適化の余地はない。

Diversity

Ethereumは基本的に機能を持たず、
チューリング完全なプログラミング言語

『Solidity』を用いることによって

数学に基づいたトランザクションや

コントラクトを利用可能。

例として、Derivative（金融派生商品）や

Tokenを作ることができる。



Modularity

Ethereumはプロトコルレベルでの
『分割可能性』を実現しており、

プロトコルの改修を一箇所行うことで

アプリケーションの修正は必要ない。

また、ライブラリを実装することで

Ethereumの特定の機能を必要とせずに
実行可能。

Composability（構成可能性）

Agility

Ethereumのプロトコルは不変でないと
いけない。

開発途中でプロトコル設計やEVM

（イーサリアム仮想マシン）等の修正で

大幅にスケーラビリティやセキュリティ

を向上できる可能性もあり、その際には

慎重に変更を行う。



Non-discrimination
Non-censorship

Ethereumはアプリケーションに対して
検閲を行なってはいけない。

規制するべきは直接的な害を

もたらすことであり、

望ましくないアプリケーションを

規制してはいけない。



Ethereumを理解する上での重要項目



• Smart Contract

• Account Model

• ERC20/ERC721

• 分散型金融（DeFi）

• 自立分散型組織（DAO）



Smart 

Contract



部分和訳

スマートコントラクトのアイディア

スマートコントラクトの原始的な祖先と考えられる典型的な現実の例は、粗末な自動販売機である。

この自動販売機は、限られた潜在的な損失額の範囲内でコインを取り込み、有限オートマトンによる設計で

コンピューターサイエンスの1年生の問題になるような簡単なメカニズムによって、表示された価格に応じて

釣り銭や製品を払い出す。

自動販売機は無記名契約であり、コインを持っている人なら誰でも業者との交換に参加することができる。

セキュリティ機構によって保管されたコインやコンテンツは攻撃者から保護され、さまざまな地域で自動販売

機を収益的に展開することが十分に可能である。

スマートコントラクトは自動販売機を超えて、デジタル手段で管理される価値のあるあらゆる種類のアセット

にコントラクトを組み込むことを提案している。



Smart Contract



• コントラクトは単なる『合意』

• トラストできる関係性である前提でないと契約は成立しない

→相手が契約を履行しないかもしれない（Smartではない）

• Smart Contractのメリットは『契約条件を満たした時に自動執行される』点
→契約執行をTrust-lessに行うことができる

• EthereumはPublic Blockchainであり、取引履歴や関連情報を誰もが閲覧可能
→監査や追跡に有効

• 自己のアイデンティティがトランザクションと切り離されていることから、プ

ライバシー向上に必然的に繋がる

• 契約時にはデジタル署名を行うが、署名前に契約内容の確認ができる

→これは当事者に限らず、誰もが契約内容の精査が可能



Bitcoin Whitepaper 10章



Account 

Model



• BitcoinはUTXO Modelであるが、EthereumはAccount Model
• Ethereumでは2つのAccount（EOA/CA）が登場する
• EOAはExternally Owned Account（外部所有アカウント）の略称
• EOAはコードを持たず、トランザクションを生成して署名しメッセージ送信
• CAはContract Account（コントラクトアカウント）の略称
• CAはメッセージを受信した場合、コードを実行してトランザクションの送信や新しい
コードの生成などを行う

• CAはEthereum実行環境内の『自動金融エージェント』のような存在





ERC20/ERC721



ERCとは？



• ERCはEthereum Request for Commentの略称
• ERCはEthereumの改善案のことで、後ろにつく番号はその序数
• EIPというものも存在し、これはEthereum Improvement Proposalsの略称
• 直訳すると『Ethereum技術提案』

• 関係性としては、『EIP上にはERCが提出され、コミュニティ可決を得られると正式な

ERCとなり、次回アップデートで実装される』

• ERCは共通規格



ERC20/ERC721



• ERC20やERC721はTokenに関するERC
• Tokenは『インターネット上で価値を持つもの』と捉えるとわかりやすい
（個人的に）

• ERC20はFungible Tokenと呼ばれ、代替可能性を持つトークン
• Fungibilityとは、どの100円であっても同じ価値で、交換可能であるということ

• ERC721はNon-Fungible Tokenと呼ばれ、非代替可能性を持つトークン
• Non-Fungiblityとは、一点ものの絵画が他の絵画と交換不可能であるということ
• ERC20では各アドレスの保有量が記録され、ERC721では各トークン（ID）について
保有者アドレスを記録する

＊ERC20とERC721のコードレベルでの比較はHands-onにて行う。



分散型金融

（Decentralized Finance）



出典：https://ethereum.org/ja/defi/



出典：https://ethereum.org/ja/defi/



自立分散型組織

（Decentralized Autonomous Organization）



出典：https://ethereum.org/ja/dao/



出典：https://ethereum.org/ja/dao/
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